
 

 

【日時】 2014年11月17日（月曜日） 

9時ー13時 無料個別相談（一人30分・予約制・裏面参照） 

14時ー17時半 講演会・Q&A (事前登録制・定員60名・11月1０日締切） 

【場所】 在ボストン日本国総領事館・会議室 

    (600 Atlantic Avenue, Boston, 02210、Federal Reserve Plaza 22F  ) 

当日は館内に入るのにID(運転免許やパスポート等）をお持ちください。 

海外年金相談センター・市川俊治氏による 

「年金・国籍・老後の日本帰国」に関する講演会 

主催：JB Line, Inc.  (日系ボストニアンサポートライン） 

後援：在ボストン日本国総領事館・ボストン日本人会 

日米の年金事情 

 日本で数年働いたが年金はもらえるか 

 国籍変更・グリンカード放棄は日米の年金
受給に影響はあるのか 

 日本の年金受給者は何故米国年金が減
額されるのか 

 日米の遺族年金の受給資格と年金額は 

 将来の年金請求への備えは 

 日本の年金への課税はどうなるのか 

 収入があると日米の年金は減額されるのか 

 海外から国民年金に加入した方がよいか 

 離婚しても夫の年金はもらえるかの日米比

国籍選択と老後の日本帰国 

 二重国籍に対する日米の違い 

 国籍選択とは（子供の国籍選択をどうす
ればよいか） 

 米国籍かグリンカードか 

 日本への長期帰国(親の介護、老後の生
活）とその手続きは 

 日本で老後を過ごす為のビザの取得方
法・帰化の手続き 

 日本の社会保障・社会福祉の現況（日
本に帰国すれば健康保険、介護保険は
加入できるのか） 

 老後日本に帰国する場合のグリンカードや
米国籍の放棄方法 

講師紹介 

日本企業に３８年勤務（内ニューヨーク・シカゴ駐在８年間）後、外務省が２００３年より開始し

た領事シニアボランティア制度の第１期生としてNY総領事館に３年間勤務。その後SF総領事館に

２００９年２月から３年間勤務。一昨年２月日本に帰国後、海外年金相談センターを設立し

「年金・国籍・老後の日本帰国」の相談をE-Mail、電話等で受けている。HPの検索件数は月３０

０件を超えている。                 

事前登録・予約が必要です（裏面をご覧ください） 



「年金・国籍・老後の日本帰国に関する講演会」 

講演参加登録・無料個別相談予約について 

講演会参加の登録について 

総領事館の建物への入館は事前登録が必要です。そのため事前にお名前と連絡先（電話とメールアド

レス）を以下のいずれかの方法でご登録ください。(先着順・定員６０名） 

1) お電話：781-296-1800 （JB Line 24時間ホットライン） 

2) 電子メール：help@jbline.org（件名を「年金講演会・参加希望」にしてください） 

3) インターネット：http://www.jbline.org/contactusの「お問い合わせ欄」に記入の上、送信 

 

無料個別相談の予約について 

11月17日（月）午前９時から１３時までお一人30分で市川氏による個別相談を受け付けます。場

所は同じ総領事館になります。お申し込みは以下のいずれかの方法でお名前と連絡先（電話とメールア

ドレス）をお知らせくださいますようにお願いいたします。１１月10日まで受け付けます。定員は８名とな

りますので応募者多数の場合は抽選をさせていただきます。定員を超えた場合は抽選の結果・当日の

時間など改めてご連絡させていただきます。なお、相談時間につきましてはご要望は承りますが、ご希望に

添えないこともございますのでご了解ください。 

1) お電話：781-296-1800 （JB Line 24時間ホットライン） 

2) 電子メール：help@jbline.org（件名を「年金・個別相談希望」でしてください） 

3) インターネット：http://www.jbline.org/contactusの「お問い合わせ欄」に記入の上、送信 

なお、抽選に漏れた方は後日、市川氏が連絡を取ってくださいますので、必ず連絡の取れる電話番号か

メールでご登録ください。 

JB Line, Inc. は、ニューイングランド地方の日本人及び日系人を中心とした人々の生活上の問題解決を援助するた

めに2010年10月26日に設立された米国501c(3)の非営利団体です。 24時間365日どんなご相談も承っております。    

781-296-1800 (24時間ホットライン）  help@jbline.org 

日米どちらかで臨床家としての専門教育を受けたものが常時応対しています。スタッフは相談者の個人情報および相談内

容に関する守秘義務を守ります。電話、メールの相談は無料。匿名でのご相談もお受けします。  

日本語ホームページ：www.jbline.org 

英語ホームページ：www.jbline.net 

Facebook: www.facebook.com/jblineboston (日常生活に必要な情報・ニュースを掲載） 

Twitter:  http://twitter.com/jblineboston  

 


